
千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付要綱 

 

  （趣旨） 

第１条 市長は、市内民間児童福祉施設（以下「施設」という。）の整備の促進

及び経営の健全化並びに入所者等の処遇の向上を図るため、社会福祉法人、一

般社団法人又は一般財団法人（以下「社会福祉法人等」という。）が施設整備

のため独立行政法人福祉医療機構から借り入れた福祉貸付資金（建築資金及び

設備備品整備資金に限る。）及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会から借り

入れた千葉市社会福祉事業振興資金の利子償還に要する経費について、予算の

範囲内において千葉市補助金等交付規則（昭和６０年規則第８号。以下「規則」

という。）及びこの要綱に基づき、当該社会福祉法人等に対し、補助金を交付

する。 

  （補助対象施設） 

第２条 補助金の交付の対象となる施設は、次の各号に掲げる施設とする。 

 （１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施

設（助産施設、児童厚生施設、障害児入所施設及び児童発達支援センターを

除く。） 

（２）その他市長が特に必要と認めた施設 

（補助対象経費等） 

第３条 補助の対象となる経費、基準額及び補助率は別表１及び別表２のとおり

とする。 

 （交付の申請） 

第４条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長

が定める期日までに、千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付申請書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補助金の収支に関する帳簿及

び証拠書類を備え、当該補助事業終了の翌年度から５年間これを保管する

こと。 

 （２）規則及びこの要綱を遵守すること。 

  （交付決定通知） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、千葉市民間児童福祉施設整備資金利子

補給金交付決定通知書（様式第２号）によるものとする。 

  （実績報告） 



第７条 規則第１２条の規定により、実績報告をしようとするときは、千葉市民

間児童福祉施設整備資金利子補給事業実績報告書（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。 

 （補助金額の確定通知） 

第８条  規則第１３条の規定による通知は、千葉市民間児童福祉施設整備資金

利子補給金額確定通知書（様式第４号）によるものとする。 

 （交付の請求） 

第９条 規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付を請求しようとすると

きは、千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付請求書（様式第５号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 規則第１６条第２項において準用する同条第１項の規定により、補助金の交

付を請求しようとするときは、千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金一

括（分割）事前交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （決定の取消通知） 

第１０条  規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、千

葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付決定取消通知書（様式第７号）

よるものとする。 

 （返還命令） 

第１１条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市民間

児童福祉施設整備資金利子補給金返還命令書（様式第８号）によるものとする。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、千葉市民間児童福祉施設整備資金利子

補給金の交付に関し必要な事項は、こども未来局長が別に定める。 

 

附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度分の予算に

係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、千葉市社会福祉施設整備資金利子補給金交付要綱

（平成２年４月１日施行）の様式により調製された用紙による補助金の交

付の申請、交付決定通知及び交付の請求は、この要綱の様式により調製さ

れた用紙によるものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 



附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行日以後新たに発生した福祉貸付資金及び千葉市社会福祉

事業振興資金の利子償還に要する経費については、補助の対象としない。 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



 

別表１（平成１３年１２月１日以降に整備を開始した本要綱第２条に規定する民間児童福祉施設） 

 貸付主体 資金の種類 補給金基本額 補助率 

 

独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付資金 当該年度中に支払った利子の総額 ３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（別表１以外の民間児童福祉施設） 

 貸付主体 資金の種類 補給金基本額 補助率 

 

独立行政法人 

福祉医療機構 

社会福祉施

設整備資金 
当該年度中に支払った利子の総額 × （１－ 

スプリンクラー設備整備費 
） 

総事業費 
 

4.0 

4.6 
 

 

備考 

１ 補給金基本額の欄中、スプリンクラー設備整備費及び総事業費は、当該施設整備に係る千葉市民間社会福祉施設建設費等補助金交付要綱（平成 

１１年４月１日施行）に定める補助金交付申請書（様式第１号）及び申請額算出内訳（別紙１－１、１－２）記載の額とすること。 

２ 別表１以外の民間児童福祉施設とは平成１３年１２月１日前に整備を開始した本要綱第２条に規定する民間児童福祉施設をいう。 



様式第１号 

年  月  日 

 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付申請書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

法 人 名  

代 表 者 氏 名  ○印  

 

     年度において、下記のとおり児童福祉施設整備資金を償還しますので、

千葉市補助金等交付規則第３条の規定により関係書類を添えて補助金の交付を申

請します。 

 

 
補助金の交付申請額  円 

 

交付を受けたい時期       
 

 

添 付 書 類 
（１）施設整備の内容等（別紙１のとおり） 

（２）補給金所要額調書（別紙２のとおり） 

（３）収支予算書 

（４）償還年次計画表（写） 

 

 

（注）添付書類の（３）､（４）については法人代表者の原本証明を行うこと。 



別紙１（様式第１号） 

 

施 設 整 備 の 内 訳 

 

施 設 名  

施 設 所 在 地  

契約締結年月日  

借 入 期 間  

施設整備の内容  

 

 



様式第２号 

千葉市指令  第   号 

 

 

 

                                  様 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付け申請のあった千葉市民間児童福祉施設整備資金利

子補給金について、次のとおり交付決定したので、千葉市補助金等交付規則第６

条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

 
補助金の交付決定額  円 

 

補助金交付予定時期   
 

 

交 付 条 件 

（１）補助金の収支に関する帳簿及び証拠書類を備

え、当該補助事業終了の翌年度から５年間、これ

を保管すること。 

（２）千葉市補助金等交付規則及び千葉市民間児童福

祉施設整備資金利子補給金交付要綱を遵守する

こと。 

 

 



様式第３号 

年  月  日 

 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給事業実績報告書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

法 人 名  

代 表 者 氏 名  ○印  

 

     年  月  日付け千葉市指令  第   号で補助金の交付決定の

あったこのことについて、千葉市補助金等交付規則第１２条の規定により関係書

類を添えて下記のとおり、実績を報告します。 

 

 
補助金の交付決定額  円 

 

補 助 金 の 既 交 付 額  円 
 

補助事業の経費精算額  円 
 

 

添 付 書 類 

（１）補給金精算書（別紙のとおり） 

（２）収支決算（見込）書 

（３）払込案内書・領収書（写）又は償還約定表・

預金通帳（写）等証拠書類 

 

 

（注１）添付書類の（２）､（３）については法人代表者の原本証明を行うこと。 

（注２）添付書類の（３）のうち預金通帳（写）等証拠書類には、経費精算額及

び口座名義人が確認できる部分を添付すること。 



様式第４号 

千葉市達  第   号 

 

 

 

                                  様 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金額確定通知書 

 

 

     年  月  日付け千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給事業実

績報告書により、    年度千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金額を

次のとおり確定したので、千葉市補助金等交付規則第１３条の規定により通知し

ます。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

 
補助金の交付決定額  円 

 

補助事業の経費精算額  円 
 

補 助 金 の 確 定 額  円 
 

 

備 考 

  

 



様式第５号 

年  月  日 

 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付請求書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

法 人 名  

代 表 者 氏 名  ○印  

 

     年  月  日付け千葉市達  第   号    年度千葉市民間

児童福祉施設整備資金利子補給金額確定通知書により確定した補助金の交付につ

いて、千葉市補助金等交付規則第１６条第１項の規定により請求します。 

 

 
補 助 金 の 確 定 額  円 

 

補 助 金 の 既 交 付 額  円 
 

交 付 請 求 額  円 
 

 

添 付 書 類 
（１）千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交

付決定通知書の写し 

（２）千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金額

確定通知書の写し 

 

 



様式第６号 

年  月  日 

 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金一括（分割）事前交付請求書 

 

 

（あて先）千葉市長 

 

住 所  

法 人 名  

代 表 者 氏 名  ○印  

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号により交付決定のあ

った補助金の一括（分割）事前交付を次のとおり受けたいので、千葉市補助金等

交付規則第１６条第２項において準用する同条第１項の規定により請求します。 

 

 
補助金の交付決定額  円 

 

補 助 金 の 既 交 付 額  円 
 

交 付 請 求 額  円 
 

 

添 付 書 類 千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付

決定通知書の写し 

 

 



様式第７号 

千葉市達  第   号 

 

 

 

                                  様 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付決定取消通知書 

 

 

     年  月  日付け千葉市指令  第   号により通知した千葉市

民間児童福祉施設整備資金利子補給金交付決定の全部（一部）を次のとおり取り

消したので、千葉市補助金等交付規則第１７条第３項において準用する第６条の

規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

 
補助金の交付決定額  円 

 

取 消 額  円 
 

取消後の交付決定額  円 
 

 

取 消 理 由 

  

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第８号 

千葉市達  第   号 

 

 

                                  様 

 

千葉市民間児童福祉施設整備資金利子補給金返還命令書 

 

千葉市補助金等交付規則第１８条 
第１項 

第２項 
の規定により、次のとおり返還を命じます。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長           印 

 

 

 補助金の交付決定額  円  

補 助 金 の 既 交 付 額  円  

補助金の交付確定額  円  

返 還 す べ き 金 額  円  

返 還 期 限     年  月  日まで   

 

返 還 を 命 ず る 理 由 

  

 

返 還 方 法 

  

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



別紙２（様式第１号）

施設名

元金償還済額 元金未償還済額 元金 利子

Ａ Ｂ Ａ-Ｂ=Ｃ Ｄ Ｅ Ｃ-Ｄ=Ｆ Ｇ Ｈ Ｈ×補助率=Ｉ
千円 円 円 円 円 円 円 円 円

合　　計

［記入要領］

償還計画額には償還済額を含めて計算し、当該年度の総額を記入すること。

補　　給　　金　　所　　要　　額　　調　　書

償還計画額
市補給金
基本額

総事業費
市費補給金

所要額
元金償還計画

残高

前年度末現在

借入年度 借入金額



別紙（様式第３号）

施設名

元金償還済額 元金未償還額 元金 利子

Ａ Ｂ Ａ-Ｂ=Ｃ Ｄ Ｅ Ｃ-Ｄ=Ｆ Ｇ Ｈ Ｈ×補助率=Ｉ Ｊ Ｉ-Ｊ=Ｋ
千円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

［記入要領］

償還済額は、当該年度の総額を記入すること。

市補給金
基本額

補　　　給　　　金　　　精　　　算　　　書

市費補給金
所要額

差額
市費補給金
受入済額

合　　　計

借入年度 借入金額 総事業費

前年度末現在 償還済額
元金償還計画

残高


